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要 約 1 

 2 

製造用剤として使用される添加物「フィチン酸カルシウム」について、各種試験3 

成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。 4 

 5 

事務局より： 

 Ⅴ．食品健康影響評価の記載後に作成します。 

 6 

  7 
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Ⅰ．評価対象品目の概要 1 

１．用途 2 

製造用剤（参照1、2）【委員会資料、概要書】 3 

 4 

２．名称等 5 

和名：フィチン酸カルシウム 6 

英名：Calcium Phytate（参照 1、2、3）【委員会資料、概要書、3】 7 

 8 

３．化学式 9 

今般、厚生労働省にフィチン酸カルシウムの添加物としての指定及び規格基準10 

の設定を要請した者（以下「指定等要請者」という。）から本品の化学式は示され11 

ていないが、本品はフィチン酸のカルシウム塩（マグネシウム塩を含みうるもの）12 

1であるとされている（参照 1、2、3）【委員会資料、概要書、3】。参考としてフ13 

ィチン酸（C6H18O24P6）の化学式を図 1 に示す C6H18O24P6・xCa・xMg（フィチ14 

ン酸とカルシウム及び/又はマグネシウムの塩） （参照 1、2、3）【委員会資料、15 

概要書、3】。 16 

 17 

図 1 （参考）フィチン酸の化学式 18 

 （参照4）【公定書（39）】 19 

 20 

多田専門委員： 

現在記載されている化学式は、CAS 番号 3615－82－5 の化学式だと思いますの

で、下の脚注１の CAS 番号の記載のところへ移動するのが良いと思います。本申

請物質は、CAS 番号で記載される物質の一部の場合として当てはまりますが、同

じということではありません。例えば CAS 番号の物質では全てマグネシウム塩で

も構わないことになりますが、本申請物質はカルシウム塩として主に存在する物

質が想定されていると考えられるためです。概要書に本品の化学式は示されてい

ませんが、定義としてはフィチン酸のカルシウム塩（マグネシウム塩を含み得

る）としていることから、以下の様な書きぶりを検討してはいかがでしょうか。

                                            
1 CAS 登録番号：3615－82－5（C6H18O24P6・xCa・xMg）（参照 2、3） 
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なお、フィチン酸の構造式については、公定書の myo-イノシトールの書きぶりを

基に、添付の図としてはいかがと思っております。 

 

 指定等要請者から本品の化学式は示されていないが、本品はフィチン酸のカル

シウム塩（マグネシウム塩を含みうるもの）であるとされており、参考としてフ

ィチン酸（C6H18O24P6）の化学式を下記に示す。 

（フィチン酸の化学式を記載し、フィチン酸と名称を明記する。） 

 

事務局より： 

ご意見を踏まえ、修正しました。 

 1 

４．式量 2 

―（参照 2）【概要書】 3 

 4 

５．性状等 5 

今般、厚生労働省にフィチン酸カルシウムの添加物としての指定及び規格基準6 

の設定を要請した者（以下「指定等要請者」という。）によると、「フィチン酸カ7 

ルシウム」2の成分規格案では、定義として「本品は、フィチン酸のカルシウム塩8 

（マグネシウム塩を含みうるもの）」、性状として「本品は、白色の粉末である」9 

とされている。（参照 2、5、3）【概要書、1、3】 10 

 11 

６．製造方法 12 

指定等要請者は、「フィチン酸カルシウム」の製造方法について、コメや麦など13 

穀類の糠、種子、穀粒あるいはそれらの脱脂かす等を、無機酸又は有機酸によっ14 

て抽出した後、アルカリ土類金属等を添加して沈殿させ、分離回収して精製する15 

ことにより製造されると説明している。（参照 2、6、7）【概要書、35、36】 16 

 17 

７．安定性 18 

指定等要請者は、フィチン酸は 120 ℃まで自由水の脱離しか起こらず、その温19 

度までは分子として安定であるとされていることから、フィチン酸カルシウムに20 

ついて、通常の条件下においては安定であると説明している。（参照 2、8）【概要21 

書、43】 22 

 23 

多田専門委員： 

                                            
2 本評価書では、 指定添加物としてのフィチン酸カルシウムを表す際には、「フィチン酸カルシウム」と表記

し、また既存添加物「フィチン酸」及び「フィチン（抽出物）」も同様に表標記した。 
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 フィチン酸の語の本文での最初の記載箇所のため、分子式を後ろに記載し、フ

ィチン酸（C6H18O24P6）としてはいかがでしょうか。 

 

事務局より： 

「フィチン酸」の語を最初に用いる「３.化学式」の項で（C6H18O24P6）を併記

しました。 

 1 

８．起源又は発見の経緯等 2 

指定等要請者は、Cohee及び Steffen（1949）が食酢に対して行ったフィチン酸3 

塩による金属の除去効果の報告を受け、1950 年代にぶどう酒に対する除鉄効果の4 

有効性が複数の試験によって確認されたと説明している。（参照 2、9、10、11）5 

【概要書、5、56、9】 6 

 7 

９．ぶどう酒の製造における本品目の特徴 8 

Léglise & Michel（1958）では、一般的な酸性度のぶどう酒においてフィチン9 

酸カルシウムは 8～10 g/L 溶解するとされている。（参照12）【62】 10 

指定等要請者は、フィチン酸カルシウムについて、Grynspan & Cheryan11 

（1983）を引用し、pH4 以下の酸性溶液で高い溶解度を示すとし【42】、また、12 

Martin & Evans（1986）を引用し、pH4.8 以下ではフィチン酸イオンとカルシウ13 

ムイオンに解離しているとしている【59】。また、フィチン酸マグネシウムについ14 

て、Cheryan ら（1983）を引用し、pH5 以下の酸性溶液で高い溶解度を示すとし15 

【60】、また、Champagne ら（1986）を引用し、pH4.5 以下ではその大部分のマ16 

グネシウムイオンが解離した状態で存在するとしている【61】。よって、ぶどう酒17 

の pH が通常 4 以下であることを考慮すると、「フィチン酸カルシウム」は、ぶど18 

う酒中でフィチン酸イオンとカルシウムイオン及びマグネシウムイオンに解離し19 

溶解していると考えられると説明している。【概要書】（参照 2、13、14、15、16） 20 

除鉄機序について、指定等要請者は、フィチン酸カルシウムをぶどう酒に添加21 

すると、式 1 のとおり、キレート作用により鉄イオンを捕捉し、フィチン酸と第22 

二鉄（Fe3+）との塩は難溶性であるため、余剰の鉄を沈殿とし、ろ過等により取23 

り除くことができると説明し（参照 2、17、18）【概要書、7、8】、添加量につい24 

ては、Moreno & Peinado（2012）を引用し、反応式から化学量論的に導くと、フ25 

ィチン酸カルシウム三水和物 4.22 mg で鉄 1 mg を沈殿させることができるが、実26 

用上は、5～5.5 mg で鉄 1 mg を沈殿させることができると説明している。（参照27 

2、17）【概要書、8】 28 

 29 

式 1 Ca6(C6H6O24)P6・3H2O ＋ 4Fe3+ → C6H6O24P6Fe4＋3H2O＋6Ca2+ 

 30 
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１０．我が国及び諸外国等における使用状況 1 

（１）我が国における使用状況 2 

我が国において、フィチン酸カルシウムは添加物として指定されていない。3 

（参照 2）【概要書】 4 

 5 

（参考） 6 

「フィチン酸」3及び「フィチン（抽出物）」4は、既存添加物である。（参照 2、7 

19）【概要書、24】 8 

 9 

多田専門委員： 

脚注４について、フィチン（抽出物）の定義として、業界自主規格の記載を引

用するより、既存添加物名簿の（ ）で示されている定義を引用する方が適切だ

と考えます。下記となります。 

→ 米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸マ

グネシウムを主成分とするもの。 

 

事務局より： 

 ご指摘を踏まえ、修正しました。 

 10 

（２）諸外国等における使用状況 11 

① コーデックス委員会 12 

フィチン酸カルシウムは、食品添加物に関するコーデックス一般規格13 

（GSFA5）のリストに収載されていない。（参照 2、20）【概要書、10】 14 

 15 

② 米国における使用状況 16 

フィチン酸カルシウムは、ワインの製造に使用できる添加物として認めら17 

れていないと考えられるが、欧州連合（EU）との協定により、EU でフィチ18 

ン酸カルシウムを用いて生産された赤ワインについては、米国内での流通が19 

認められている。（参照 2、21、22）【概要書、14、15】 20 

フィチン酸は、「酸化防止剤、キレート剤、抗菌剤として、飲料・飲料ベー21 

ス、乳製品、野菜加工品、野菜ジュースに 0.2％の濃度で、また、栄養補助食22 

品のカプセルには、カプセルの溶解度の低下を抑制して強度をもたせるため23 

                                            
3 イネ（Oryza sativa L.）の種子から得られた米ぬか又はトウモロコシ（Zea mays L.）の種子から水又は酸性

水溶液で抽出し、精製して得られたイノシトールヘキサリン酸を主成分とするもの。（参照 4）【39】 
4 イネ属（Oryza）の種子より得られた米ぬか又はトウモロコシ（Zea mays L. ）の種子から得られた、イノシ

トールヘキサリン酸マグネシウムを主成分とするもの。（参照 ）【40】米ぬか又はトウモロコシの種子から得

られた、イノシトールヘキサリン酸マグネシウムを主成分とするもの。（参照 19）【24】 
5 本文中で用いられた略称については、別紙に名称等を示す。 
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に 8.0％の濃度」での使用について、一般的に安全とみなされる（GRAS）と1 

され、GRAS Notice Inventory に掲載されている。（参照 2、23）【概要書、2 

16】 3 

 4 

③ EUにおける使用状況 5 

EU 域内で適用される醸造規則において、フィチン酸カルシウムは、赤ワイ6 

ンに対して 8 g/hL（0.08 g/L）以下の量での使用が認められている。なお、使7 

用に当たっては、ワイン製造の専門家又は専門知識のある技術者の監督下で8 

行うこと、処理後のワインには微量の鉄が含まれていなければならないと規9 

定されている。（参照 2、3、5）【概要書、3、1】 10 

 11 

④ オーストラリア及びニュージーランドにおける使用状況 12 

オーストラリア及びニュージーランドで共通する加工助剤に関する規則に13 

おいて、フィチン酸カルシウムは、脱色剤、清澄剤、ろ過助剤及び吸着剤と14 

して適正製造規範（GMP）下で使用することが認められている。（参照 2、24）15 

【概要書、20】 16 

また、オーストラリアでは、ワイン醸造規則において、フィチン酸塩を加17 

工助剤として GMP 下で使用することが認められている。（参照 2、25）【概要18 

書、21】 19 

ニュージーランドでは、ワイン醸造規則において、フィチン酸塩（フィチ20 

ン酸、フィチン酸カルシウム及びフィチン酸マグネシウム）を加工助剤とし21 

て GMP 下で使用することが認められている。（参照 2、26）【概要書、22】 22 

 23 

１１．評価要請の経緯及び添加物指定の概要 24 

今般、「フィチン酸カルシウム」について、厚生労働省に添加物としての指定及25 

び規格基準の設定の要請がなされ、関係書類が取りまとめられたことから、食品26 

安全基本法（平成 15年法律第 48号）第 24条第 1項第 1号の規定に基づき、食品27 

安全委員会に対して、食品健康影響評価の要請がなされたものである。 28 

厚生労働省は、食品安全委員会の食品健康影響評価結果の通知を受けた後に、29 

「フィチン酸カルシウム」について、表 1 のように使用基準を設定し、添加物と30 

しての指定及び規格基準の設定の可否等について検討するとしている（参照 1）31 

【委員会資料】 32 

 33 
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表 1 「フィチン酸カルシウム」の使用基準案 1 

添加物名 使用基準案 

フィチン酸カルシウム フィチン酸カルシウムは、ぶどう酒以外の食品に使用してはならな

い。フィチン酸カルシウムの使用量は、フィチン酸カルシウムとし

て、ぶどう酒 1 L につき 0.08 g 以下でなければならない。 

  2 
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Ⅱ．一日摂取量の推計等 1 

Ⅰ．９．のとおり、「フィチン酸カルシウム」は、ぶどう酒中でフィチン酸イオン、2 

カルシウムイオン及びマグネシウムイオンに解離することから、フィチン酸カルシ3 

ウムに加え、フィチン酸、カルシウムイオン及びマグネシウムイオンの摂取量につ4 

いて推計を行った。 5 

 6 

１．現在の摂取量 7 

（１）フィチン酸カルシウム 8 

「フィチン酸カルシウム」は、我が国では未指定である。 9 

 10 

（２）フィチン酸 11 

① 「フィチン酸」及び「フィチン（抽出物）」由来からの摂取量 12 

平成 30 年度厚生労働科学研究報告による生産量統計調査を基にした摂取量13 

の推計では、「フィチン酸」の国内における製造量は 259,539 kg6、輸入量は 0 14 

kg、「フィチン（抽出物）」の国内における製造量は 964 kg、輸入量は 0 kg で15 

あったとされ、廃棄量を 20％とした場合の一日摂取量を推計している。（参照16 

27、28）【110、追 1】 17 

本ワーキンググループとしては、上記報告を踏まえ、「フィチン酸」の一日18 

摂取量を 4.48 mg/人/日（フィチン酸として）7、「フィチン（抽出物）」の一日19 

摂取量を 0.01 mg/人/日（フィチン酸として）8、合計 4.49 mg/人/日と推計し20 

た。 21 

 22 

多田専門委員： 

 脚注８について、下記のとおり修正する方が分かりやすいように思います。 

×フィチン酸の分子量 → ×フィチン酸（C6H18O24P6）の分子量 

 

事務局より： 

 ご指摘を踏まえ、修正しました。 

 23 

② 食品からの摂取量 24 

指定等要請者は、フィチン9は植物においてカルシウム、マグネシウム等の混25 

                                            
6 含量 50%として換算後の値 
7 製造量（259,539 kg）×80%÷人口（1 億 2670 万人）÷365 日 
8 製造量（964 kg）×80%÷人口（1 億 2670 万人）÷365 日÷既存添加物「フィチン（抽出物）」に 80%以上含

まれるイノシトールヘキサリン酸マグネシウム（C6H6O24P6Mg4KNaCa）の分子量（847.33）×フィチン酸

（C6H18O24P6）の分子量（660.04） 
9 指定等要請者は、フィチンを「食品中に天然に含まれるフィチン酸及びフィチン酸の金属塩の総称である。な

お、一般的にはフィチン酸の金属塩を指す。」と定義している。 
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合塩として存在し、特に米ぬか、小麦胚芽、豆類、トウモロコシ種子、ナッツ1 

などに多く含まれると説明している（参照 2、39）【概要書、64】。食品からの2 

フィチンの摂取量について、Schelmmer ら（2009）、土屋（1953）等を踏まえ、3 

350 mg/人/日（フィチン酸として）と説明している。 4 

 5 

事務局より： 

 フィチン酸の摂取量については、以下の 3 つの文献が提出されていますが、ど

の値を用いるのが適切でしょうか。なお、現時点では、主にａ．を用いた場合の

[記載案]を記載しています。 

ａ．Schelmmer ら（2009）【64】にて諸外国での摂取量が示されており、その中

から東アジアの国々の摂取量を抜粋しました。平均で 322～1,342 mg/人/日、最

高値は 1,757 mg/人/日です。 

ｂ．土屋（1953）【66】では、標準的な献立におけるフィチン態リン量が示されて

おり、フィチン酸換算で 350.9 mg/人/日になります。 

ｃ．大塚製薬（2020）【106】では、具体的な推計方法は不明ですが、フィチン酸

摂取量について、平均 570 mg/人/日、95 パーセンタイル値 3,453 mg/人/日と推

計されています。 

 

松井専門委員： 

若い日本人女性（n 1019）の摂取エネルギー当たりのフィチン摂取量を推計し

た論文（Asakura ら（2009））【追 2】がありますので、情報提供します。 

 

事務局より： 

 ｄ．を新設し、Asakura ら（2009）【追 2】について記載しました。Asakura ら

（2009）における摂取エネルギー4184 kJ 当たり 341.6 mg に、国民健康・栄養調

査におけるエネルギー摂取量（20 歳以上男女の平均 1,717 kcal）を乗じて計算し

ましたが、計算方法についてご確認ください。 

ａ．～ｃ．の文献は、日本のデータでない（ａ．）、古い年代の献立における摂

取量である（ｂ．）、又は推計方法が不明である（ｃ．）といった問題点があるた

め、ｄ．の推計が適切であると考えましたが、いかがでしょうか。 

 6 

ａ．食品中のフィチンに関するレビュー（Schelmmer ら（2009）） 7 

各国のフィチン酸/フィチン摂取量に関する報告がレビューとしてまとめ8 

られている。表 2には、東アジアの国々における報告を抜粋した。（参照 39）9 

【64】 10 

指定等要請者は、日本人におけるフィチン酸摂取量は、食文化等の近い11 

中国都市部、台湾及び韓国の摂取量に近いと考えられると説明している。12 
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（参照 2、39）【概要書、64】 1 

 2 

表 2 東アジアの国々におけるフィチン酸/フィチンの摂取量 3 

国 調査対象 摂取量注（mg/人/日） 

韓国 

男性（21～70 歳） 839±400 注 

女性（21～70 歳） 752±407 

女性（20～24 歳） 322±220 

女性（64～75 歳） 496±252 

中国 

男女 1,186（823～1,603） 

男女（都市部） 781（443～1,205） 

男女（非都市部） 1,342（970～1,757） 

台湾 
男性 690±189 

女性 915±330 

注）平均値±標準偏差又は平均値（範囲） 4 

 5 

ｂ．フィチン酸に関する栄養学的研究（土屋（1953）） 6 

健康成人男性３名が普通食と高フィチン食をそれぞれ 3 日間ずつ摂取し7 

た試験において、それぞれの試験期間の献立中のフィチン態リン量が分析8 

されており、普通食で 98.8 mg/人/日、高フィチン食で 644.3 mg/人/日であ9 

った。試験期間中の献立は、副菜10に加え、普通食では精白米、高フィチン10 

食では五分搗米及びうずら豆であった。（参照29）【66】 11 

指定等要請者は、献立中のフィチン態リン量をフィチン酸量に換算11する12 

と、それぞれ 350.94 mg/人/日及び 2288.58 mg/人/日になると説明している。13 

（参照 2）【概要書】 14 

 15 

ｃ．機能性関与成分としての届出資料（大塚製薬（2020）） 16 

大塚製薬（2020）は、国民健康・栄養調査の結果等から推定した日本人17 

のフィチン酸摂取量は、平均570 mg/人/日、95パーセンタイル値3,453 mg/18 

人/日としている。（参照30）【106】 19 

 20 

ｄ．鉄欠乏と栄養摂取状況等に関する研究（Asakura ら（2008）） 21 

日本人女性（1019名、18～25歳）の鉄欠乏と栄養摂取状況等の関係を調22 

べた試験において、被験者のフィチン酸摂取状況が報告されており、摂取23 

エネルギー4,184 kJ（= 1,000 kcal）当たり 341.6±166.6 mgであった。（参24 

                                            
10 朝食：味噌汁、卵、大根おろし、昼食：鮭の缶詰、ゆできゃべつ、奈良漬け、夕食：肉と野菜の煮込み、ほ

うれん草のお浸し、たくあん 
11 フィチン態リン量×÷（リンの原子量（30.97）×6）÷×フィチン酸の分子量（660.04） 



 

13 

照31）【追 2】 1 

本ワーキンググループは、令和元年国民健康・栄養調査報告において、2 

20 歳以上男女のエネルギー摂取量は平均 1,717 kcal と報告されていること3 

から、日本人のフィチン酸摂取量を 586.5 mg/人/日12と推定した。 4 

 5 

  [記載案] 6 

本ワーキンググループとしては、Schelmmer ら（2009）のうち、東アジアの7 

国々の摂取量について、過大な見積もりとなる可能性はあるが、フィチンでは8 

なくフィチン酸としての数値であると仮定すると、食品からのフィチン酸の摂9 

取量は平均で 322～1,342 mg/人/日となると考えた。また、土屋（1953）におけ10 

る標準的な献立における摂取量及び大塚製薬（2020）における平均の摂取量も11 

この範囲内であることから、日本人における平均的なフィチン酸の摂取量も12 

322～1,342 mg/人/日の範囲内にあると考えた。 13 

本ワーキンググループとしては、Schelmmer ら（2009）には日本における摂14 

取量が示されていないこと、土屋（1953）は古い年代の献立における情報であ15 

ること、大塚製薬（2020）は具体的な計算方法が不明であることから、16 

Asakura ら（2008）を元に算出した 586.5 mg/人/日を食品からのフィチン酸の17 

摂取量と推定した。 18 

 19 

本ワーキンググループは、①「フィチン酸」及び「フィチン（抽出物）」由来の20 

摂取量（4.49 mg/人/日（フィチン酸として））並びに②食品からの摂取量（322～21 

1,342586.5 mg/人 /日）を合計し、現在のフィチン酸の一日摂取量を 326～22 

1,346591.0 mg/人/日（5.92～24.410.7 mg/kg 体重/日）と推計した。 23 

 24 

多田専門委員： 

 下記のとおり修正してはいかがでしょうか。 

 並びに食品からの摂取量 → 並びに食品からのフィチン酸の摂取量 

 

事務局より： 

ご意見を踏まえ、①と②を合計するものであることが分かりやすいように修正

しました。 

 25 

（３）カルシウムイオン 26 

指定等要請者は、令和元年国民健康・栄養調査報告を引用し、カルシウムの27 

一日摂取量は 20 歳以上の男女で 498 mg/人/日であり、この摂取量には添加物由28 

                                            
12 摂取エネルギー1,000 kcal 当たりのフィチン酸摂取量（341.6 mg）×エネルギー摂取量（1,717 kcal/人/日） 
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来のカルシウムも含まれるが、2020 年に添加物「炭酸カルシウム」の成分規格1 

が改正され、Ｌ－酒石酸・Ｌ－リンゴ酸カルシウム複塩を含み得る「炭酸カル2 

シウムⅡ」が追加設定されたことを考慮し、Ｌ－酒石酸・Ｌ－リンゴ酸カルシ3 

ウム複塩由来のカルシウムの一日摂取量（0.52 mg/人/日）を合計し、現在のカ4 

ルシウムの一日摂取量を 499 mg/人/日と推計している。（参照 2、34、32）【概5 

要書、113、114】 6 

また、指定等要請者は、添加物評価書「炭酸カルシウム（第２版）」（2020 年7 

6 月食品安全委員会決定）を引用し、現在の添加物由来のカルシウムの一日摂取8 

量は最大 711.37 mg/人/日であると説明している。（参照 2、35）【概要書、85】 9 

本ワーキンググループは、指定等要請者の説明を妥当と考踏まえ、現在のカ10 

ルシウムの一日摂取量を 499 mg/人/日と、また、現在の添加物由来からのカル11 

シウムの一日摂取量を最大 711.37 mg/人/日（12.911 mg/kg 体重/日）と推計し12 

た。 13 

 14 

（４）マグネシウムイオン 15 

令和元年国民健康・栄養調査報告によると、マグネシウムの一日摂取量は 2016 

歳以上の男女で 255 mg/人/日である。（参照 34）【113】 17 

 18 

事務局より： 

通常の食事以外からのマグネシウム摂取量の上限値が 350 mg/人/日とされてい

ますが（清涼飲料水評価書「カルシウム・マグネシウム等（硬度）」【70】）、本評

価書において、通常の食事以外からのマグネシウムの摂取量を推計する必要はあ

りますか。 

なお、カルシウムでは通常の食事以外からの摂取量を推計し、ULS（通常の食

事以外からの摂取量の上限値）と比較しています。（添加物評価書「炭酸カルシウ

ム（第２版）」【85】） 

 19 

２．使用基準策定後「フィチン酸カルシウム」由来の摂取量 20 

（１）ぶどう酒の摂取量 21 

表 1 の使用基準案によれば、「フィチン酸カルシウム」の対象食品となるのは22 

ぶどう酒のみであることから、その摂取量について検討した。 23 

「国税庁令和元年度分酒類販売（消費）数量等の状況表（都道府県別）」によ24 

れば、2019 年度果実酒及び甘味果実酒の販売（消費）数量は、それぞれ25 

352,549 kL/年及び 9,723 kL/年であり、合計は 362,272 kL/年である。（参照33）26 

【115】 27 

果実酒にはブドウのほかリンゴ、ナシなどの果実を原料とするものもあるが、28 

指定等要請者は、ブドウを原料としたものが主であるとし、過大な見積もりに29 
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はなるが、果実酒及び甘味果実酒の販売（消費）数量を我が国におけるぶどう1 

酒の年間飲酒量とみなしている。（参照 2）【概要書】 2 

指定等要請者の推計を踏まえ、我が国におけるぶどう酒の年間飲酒量3 

（362,272 kL/年）を成人人口（104,013 千人）で除した値を成人 1 人当たりの4 

ぶどう酒の年間飲酒量と仮定し、1日当たり、成人 1人当たりのぶどう酒の一日5 

摂取量は、9.54 mL/人/日と推計した。（参照 33）【115】 6 

さらに、ぶどう酒が特定の集団に嗜好されて摂取され、摂取量に差が生じる7 

可能性を考慮し、令和元年国民健康・栄養調査において、飲酒習慣のある者8 

（週に 3日以上、飲酒日 1日当たり清酒換算で 1合以上飲酒すると回答した者）9 

の割合（20.5%）を成人人口に乗じて計算した場合、ぶどう酒の一日摂取量は、10 

46.5 mL/人/日と推計した。（参照34）【113】 11 

このため、本ワーキンググループは、ぶどう酒が特定の集団に嗜好されて摂12 

取される可能性を考慮し、46.5 mL/人/日をぶどう酒の一日摂取量とした。 13 

 14 

（２）ぶどう酒からの「フィチン酸カルシウム」由来の摂取量 15 

① フィチン酸カルシウム 16 

本ワーキンググループは、表 1 の使用基準案における最大使用量である17 

0.08 g/Lのフィチン酸カルシウムがぶどう酒中に残存した場合を仮定し、上記18 

（１）で算出したぶどう酒の一日摂取量（46.5 mL/人/日）を乗じ、ぶどう酒19 

からのフィチン酸カルシウムの一日摂取量を 3.72 mg/人/日（6.75×10-2 20 

mg/kg 体重/日）と推計した。 21 

なお、Ⅰ．９のとおり、フィチン酸は鉄と難溶性の塩を形成し、ろ過等に22 

より除去されることも踏まえ、実際の摂取量は上述の摂取量よりも少ないと23 

考えた。 24 

 25 

② フィチン酸 26 

事務局より： 

[推計案Ａ] 

単純に「フィチン酸カルシウム」の全量がフィチン酸のカルシウム塩であると

見なして計算すべきでしょうか。「フィチン酸カルシウム」は、フィチン酸のカル

シウム塩（マグネシウム塩を含みうるもの）なので、この推計は過小となるおそ

れがあります。 

 

[推計案Ｂ] 

指定等要請者は、ぶどう酒からの「フィチン酸カルシウム」摂取量 3.72 mg/人/

日の全量をフィチン酸と見なした推計をしています。過大な見積もりになります
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が、「フィチン酸カルシウム」に含まれるマグネシウム塩の割合が不明であること

を踏まえ、このように推計すべきでしょうか。 

 

[推計案Ｃ] 

仮に「フィチン酸カルシウム」が全てフィチン酸のマグネシウム塩であった場

合、「フィチン酸カルシウム」中のフィチン酸の割合は、全量がフィチン酸のカル

シウム塩であった場合より多くなります。この場合、[推計案Ａ]のような過小推計

にはならないと考えました。 

 

多田専門委員： 

指定等要請者の推計案の様に、[推計案 B]が良いのではないかと思います。フィ

チン酸１分子に対し、カルシウムやマグネシウムは最大６原子を想定することが

できますが、申請物質において、最大数のカルシウムやマグネシウムがついて塩

を形成しているとは限らないためです。 

 1 

  [推計案Ａ]「フィチン酸カルシウム」の全量をフィチン酸カルシウムと見なす 2 

本ワーキンググループは、表 1 の使用基準案における最大使用量（0.08 g/L）3 

のフィチン酸カルシウムがぶどう酒中に残存した場合を仮定し、ぶどう酒か4 

らのフィチン酸の一日摂取量を 2.76 mg/人/日13（5.02×10-2 mg/kg 体重/日）5 

と推計した。 6 

なお、Ⅰ．９のとおり、フィチン酸は鉄と難溶性の塩を形成してろ過等に7 

より除去されることも踏まえ、実際の摂取量は上述の摂取量よりも少ないと8 

考えた。 9 

 10 

  [推計案Ｂ]「フィチン酸カルシウム」の全量をフィチン酸と見なす 11 

指定等要請者は、「フィチン酸カルシウム」の全量をフィチン酸と見なし、12 

ぶどう酒からのフィチン酸の摂取量を 3.72 mg/人/日（6.75×10-2 mg/kg 体重13 

/日）と推計している。 14 

「フィチン酸カルシウム」にはマグネシウム塩が含まれる可能性があるも15 

のの、成分規格案においてマグネシウムの含有上限値が規定されていない。16 

本ワーキンググループは、過剰な見積もりではあるが、指定等要請者の推計17 

を踏まえ、フィチン酸の一日摂取量を 3.72 mg/人/日（6.75×10-2 mg/kg 体重18 

/日）と推計した。 19 

 20 

                                            
13 フィチン酸カルシウムの最大残存量（0.08 mg/L）×ぶどう酒の一日摂取量（46.5 mL/人/日）×フィチン酸

の式量（660.04）÷フィチン酸カルシウムの式量（888.41） 
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  [推計案Ｃ]「フィチン酸カルシウム」の全量をフィチン酸マグネシウムと見なす 1 

「フィチン酸カルシウム」にはマグネシウム塩が含まれる可能性があるも2 

のの、成分規格案においてマグネシウムの含有上限値が規定されていない。3 

本ワーキンググループは、「フィチン酸カルシウム」中のマグネシウム塩の割4 

合が高くなるほど、フィチン酸の割合も高くなることから、過大な見積もり5 

となるが、仮に「フィチン酸カルシウム」に含まれるフィチン酸塩が全てフ6 

ィチン酸マグネシウムであった場合を検討した。表 1 の使用基準案における7 

最大使用量（0.08 g/L）のフィチン酸マグネシウムがぶどう酒中に残存した場8 

合を仮定し、ぶどう酒からのフィチン酸の一日摂取量を 3.09 mg/人/日149 

（5.62 mg/kg 体重/日）と推計した。 10 

 11 

多田専門委員： 

「ぶどう酒からの一日摂取量」、「ぶどう酒からの摂取量」という記載について

は、「ぶどう酒に添加される「フィチン酸カルシウム」からの摂取量」等とする方

が、適切だと思います。 

 

事務局より： 

２．（２）のタイトルを「ぶどう酒からの「フィチン酸カルシウム」由来の摂取

量」に変更することでいかがでしょうか。 

なお、２．のタイトルも修正しました。 

 12 

③ カルシウムイオン 13 

本ワーキンググループは、表 1 の使用基準案における最大使用量（0.08 g/L）14 

のフィチン酸カルシウムがぶどう酒中に残存した場合を仮定し、ぶどう酒か15 

らのカルシウムイオンの一日摂取量を 1.01 mg/人/日15（1.83×10-2 mg/kg 体16 

重/日）と推計した。 17 

 18 

④ マグネシウムイオン 19 

「フィチン酸カルシウム」にはマグネシウム塩が含まれる可能性があるも20 

のの、成分規格案においてマグネシウムの含有上限値が規定されていない。21 

本ワーキンググループは、過大な見積もりとなるが、仮に「フィチン酸カル22 

シウム」に含まれるフィチン酸塩が全てフィチン酸マグネシウムであった場23 

合を検討した。表 1 の使用基準案における最大使用量（0.08 g/L）のフィチン24 

                                            
14 フィチン酸カルシウムの最大残存量（0.08 mg/L）×ぶどう酒の一日摂取量（46.5 mL/人/日）×フィチン酸

の式量（660.04）÷フィチン酸マグネシウムの式量（793.77） 
15 フィチン酸カルシウムの最大残存量（0.08 mg/L）×ぶどう酒の一日摂取量（46.5 mL/人/日）×6×カルシウ

ムの原子量（40.078）÷フィチン酸カルシウムの式量（888.41） 
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酸マグネシウムがぶどう酒中に残存した場合を仮定し、ぶどう酒からのマグ1 

ネシウムイオンの摂取量を 0.684 mg/人/日16（1.24×10-2 mg/kg 体重/日）と2 

推計した。 3 

 4 

３．摂取量推計のまとめ 5 

（１）フィチン酸カルシウム 6 

２．（２）①のとおり、ぶどう酒からの「フィチン酸カルシウム」の一日摂取7 

量を 3.72 mg/人/日（6.75×10-2 mg/kg 体重/日）と推計した。 8 

 9 

（２）フィチン酸 10 

１．（２）において推計した現在のフィチン酸の一日摂取量（326～11 

1,346591.0 mg/人/日に、２．（２）②で算出したぶどう酒からの一日摂取量12 

（3.09 mg/人 /日）を合計し、使用基準策定後の一日摂取量を合計 330～13 

1,350594.1 mg/人/日（5.98～24.510.8 mg/kg 体重/日）と推計した。なお、ぶ14 

どう酒からの摂取量は、現在の摂取量の 0.2～0.90.5%である。 15 

 16 

事務局より： 

ぶどう酒からの摂取量は、[推計案Ｃ]の値を記載しています。 

 17 

（３）カルシウムイオン 18 

１．（３）において推計した「フィチン酸カルシウム」以外の添加物由来から19 

のカルシウムの一日摂取量（711.37 mg/人/日）に２．（２）③で算出したぶどう20 

酒からの一日摂取量（1.01 mg/人/日）を合計し、使用基準策定後の添加物由来21 

のカルシウムの一日摂取量を 712 mg/人/日（12.9 mg/kg 体重/日）と推計した。 22 

なお、ぶどう酒からの摂取量（1.01 mg/人/日）は、１．（３）の現在の摂取量23 

（499 mg/人/日）の 0.2%である。 24 

 25 

（４）マグネシウムイオン 26 

２．（２）④で算出したぶどう酒からの一日摂取量（0.684 mg/人/日）は、１．27 

（４）の現在の摂取量（255 mg/人/日）の 0.3%である。 28 

  29 

                                            
16 フィチン酸カルシウムの最大残存量（0.08 mg/L）×ぶどう酒の一日摂取量（46.5 mL/人/日）×6×マグネシ

ウムの原子量（24.3050）÷フィチン酸マグネシウムの式量（793.77） 
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Ⅲ．安全性に係る知見の概要 1 

フィチン酸カルシウムに関する知見は限られているが、Ⅰ．９．のとおり、「フィ2 

チン酸カルシウム」は、ぶどう酒中（pH3.0～4.0）及び胃内でフィチン酸イオンと3 

カルシウムイオン及びマグネシウムイオンに解離すると考えられることから、胃内4 

でフィチン酸イオンを生じると考えられるフィチン酸塩類に係る知見も併せて、「フ5 

ィチン酸カルシウム」の安全性に関する検討を総合的に行うことは可能であると考6 

えた。（参照 14、15、12、16）【46、59、60、61】 7 

カルシウムイオンについては、添加物評価書「炭酸カルシウム（第２版）」におい8 

て、通常の食事以外からのカルシウムの摂取量の上限値として、不確実係数（UF）9 

1.5 を用い、Upper Level for Supplements（ULS）17として 2,000 mg/人日とする10 

ことが適当と判断されている（参照35）【85】。その後、新たな知見が認められてい11 

ないため、本評価書では体内動態及び毒性の検討は行わないこととした。 12 

マグネシウムイオンについては、清涼飲料水評価書「カルシウム・マグネシウム13 

等（硬度）」（2017 年 4 月食品安全委員会決定）において、体内動態及び毒性に係る14 

知見が検討されており、その結果、350 mg/人/日を通常の食事以外からのマグネシ15 

ウムの摂取量の上限値とすることが適当と判断されている（参照36）【70】。その後、16 

新たな知見が認められていないため、本評価書では体内動態及び毒性の検討は行わ17 

ないこととした。 18 

 19 

１．体内動態 20 

（１）添加物に関する食品健康影響評価指針第１章第５ア（ア）への該当性 21 

 22 

事務局より： 

 指針第１章第５ア（ア）への該当性について、概要書の説明をもとに整理しま

したので、ご確認ください。 

 23 

指定等要請者は、「フィチン酸カルシウム」は「添加物に関する食品健康影響24 

評価指針」（令和 3 年 9 月 28 日食品安全委員会決定）（以下「指針」という。）25 

第１章第５ア（ア）に該当すると説明している。 26 

「フィチン酸カルシウムの通常の使用条件下で、下記①～⑤に示す事項に該27 

当する場合には、通常の毒性の評価が必ずしも必要ではない場合もあることか28 

ら、指針第１章第５ア（ア）に該当するかどうかについて、以下のとおり整理29 

した。 30 

 31 

① 評価対象添加物が容易に食品内又は消化管内で分解して食品成分と同一物32 

                                            
17 通常の食事以外からの摂取量の上限値。 
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質になること。 1 

指定等要請者は、胃内の一般的な pH が 1～2、ぶどう酒の pH が 3～4 であ2 

ることを踏まえ、「フィチン酸カルシウム」について、Ⅰ．９．のとおり、ぶ3 

どう酒中や胃内ではフィチン酸イオンとカルシウム及びマグネシウムに解離4 

し溶解すると説明している。（参照 2、14、15、12、16）【概要書、46、59、5 

60、61】 6 

また、フィチンについて、フィチン酸のカルシウム、マグネシウム等を主7 

成分とした塩として穀類や豆類に存在し、「フィチン酸カルシウム」と同様に8 

胃内ではフィチン酸とカルシウム及びマグネシウム等に解離すると説明して9 

いる。（参照 2、37）【概要書、37】 10 

よって、「フィチン酸カルシウム」を摂取した場合、胃内では、食品成分で11 

あるフィチンを摂取したときと同様の成分に解離すると説明している。（参照12 

2）【概要書】 13 

 14 

② 食品内又は消化管での分解に関わる主要な因子（pH、酵素等）が明らかで15 

あること。 16 

指定等要請者は、Ⅰ．９．のとおり、フィチン酸カルシウムは pH4.8 以下17 

で、フィチン酸マグネシウムは pH4.5 以下では解離することから、ぶどう酒18 

中及び胃内では、添加物「フィチン酸カルシウム」はフィチン酸とカルシウ19 

ム及びマグネシウムに解離すると説明している（参照 2、14、16）【概要書、20 

59、61】。一方で、腸管においては pH が中性まで上昇するため、未分解のフ21 

ィチン酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオン等と不溶性の塩を再度22 

構成し、分解されにくくなると説明している。（参照 2、38、39）【概要書、23 

63、64】 24 

Reddy ら（2001）では、フィターゼを含まない食事においてもフィチン酸25 

の分解率は変わらないことから、ヒトの大腸において分解が行われているこ26 

とが紹介され、また、食事由来と大腸内微生物由来の両方のフィターゼがフ27 

ィチン酸の分解に寄与しているとされている（参照 38）【63】。Sandberg ら28 

（1993）では、フィターゼを含まない飼料を摂取した後のブタにおけるフィ29 

チン酸の分解率について、カルシウム摂取により大腸における分解は影響を30 

受けるが、胃及び小腸では影響を受けないとされている（参照 39、40）【64、31 

78】。 32 

 33 

松井専門委員： 

カルシウムイオン及びマグネシウムイオンによる不溶性を介したフィチン酸分

解抑制は誤解させることが危惧されます。 
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【63】には上記の記述がありますが、著者は結論として消化管内のフィチン酸

の分解は、食事由来または消化管内微生物由来のフィターゼによるものであり、

ヒトの消化管の内因性フィターゼ活性は低く、通常の食事を摂取している場合

は、内因性活性は意味がないとしています。なお、大腸での（微生物フィターゼ

による）分解はカルシウムによるフィチン酸不溶化によって抑制されるとしてい

ます。 

【64】でもブタ小腸では内因性フィターゼはないこと、カルシウムやマグネシ

ウムによるフィチン酸分解抑制は大腸で見られることが記述されています。 

この様に、カルシウムとマグネシウムによるフィチン酸分解抑制は大腸に限定

されています。 

フィチン酸の消化管内代謝を示す場合は、食事由来等のフィターゼの有無の区

別が必要です。 

 

事務局より： 

上記のように、【63】と【64】を抜粋し、フィターゼの寄与及びカルシウムの影

響について記載することでよろしいでしょうか。 

なお、【64】の引用元である【78】も参考文献としました。 

 1 

③ 評価対象添加物に由来する食品成分の体内への吸収が食品中の当該成分と2 

同程度であり、他の栄養成分の吸収を阻害しないこと。 3 

指定等要請者は、Shamsuddin & Yang（2018）を引用し、フィチン酸は金4 

属に対してキレート作用を示すが、フィチン酸を大量に含み金属が乏しい食5 

事でなければ、金属欠乏の問題はないと説明している。（参照 2、41）【概要6 

書、65】 7 

また、Ⅱ．のとおり、「フィチン酸カルシウム」由来のフィチン酸の一日摂8 

取量は、現在の一日摂取量の 0.2～0.90.5%である。 9 

指定等要請者は、食品から摂取するフィチン酸、マグネシウムイオン、カ10 

ルシウムイオンの摂取量と比べ、「フィチン酸カルシウム」が添加されたぶど11 

う酒からの摂取量は十分に小さいと説明している。（参照 2）【概要書】 12 

 13 

④ 摂取された評価対象添加物の未分解物又は部分分解物が大量に糞便中に排14 

泄されず、かつ未分解物又は部分分解物が生体組織中に蓄積しないこと。 15 

指定等要請者は、フィチン酸、カルシウム及びマグネシウムについては、16 

代謝排泄機構により恒常性が保たれているため、通常食品から摂取する量で17 

は体内に過剰に蓄積することはないと説明している。（参照 2、42、43、44、18 

36）【概要書、67、68、69、70】 19 

Reddy ら（2001）では、ヒトにおいて、糞便中のフィチン酸の回収率の結20 
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果から、平均 25～35%のフィチン酸が分解されたことが紹介されている（参1 

照 38）【63】。Sandberg ら（1993）では、ブタにおいて、フィターゼを含ま2 

ない飼料を摂取した後のフィチン酸の分解率は、胃及び小腸で 35～45%、消3 

化管全体では、カルシウム摂取量が 4.5、9.9及び 15 g/日の群でそれぞれ 97、4 

77 及び 42%であった（参照 39、40）【64、78】。 5 

 6 

松井専門委員： 

「大量に糞便中に排泄されず」に関して、【63，64】を引用したらいかがです

か？ 

【69】はカルシウムの影響を検討した 14C フィチン酸のトレーサー試験です。

カルシウムがフィチン酸の吸収を抑止することが前提になります。カルシウム多

給は呼気中 14C を減少させる（←フィチン酸の吸収が多いと、その異化が促進）。

一方、カルシウム多給は肝臓、腎臓、脳中 14Cを減少させる（←フィチン酸の吸収

が多いと組織での蓄積が増加する）。 

なお【63】では、高フィチン酸摂取期の延長は胃と小腸内でのフィチン酸分解

に影響しないことが示されています。 

 

事務局より： 

 上記のように、【63】と【64】を抜粋し、消化管での分解について記載すること

でよろしいでしょうか。 

 また、【69】についても評価書本文に記載した方がよろしいでしょうか？ 

 7 

⑤ 評価対象添加物を使用した食品を摂取したとき、評価対象添加物に由来す8 

る食品成分の過剰な摂取が起きないこと。 9 

Ⅱ．のとおり、添加物「フィチン酸カルシウム」由来のフィチン酸、カル10 

シウムイオン及びマグネシウムイオンの一日摂取量は、現在の一日摂取量と11 

比べてそれぞれ 0.2～0.90.5%、0.2%及び 0.3%である。 12 

指定等要請者は、食品から摂取するフィチン酸、マグネシウムイオン、カ13 

ルシウムイオンの摂取量と比べ、「フィチン酸カルシウム」が添加されたぶど14 

う酒からの摂取量は十分に小さいと説明している。（参照 2）【概要書】 15 

 16 

以上より、本ワーキンググループは、添加物「フィチン酸カルシウム」が指17 

針第１章第５ア（ア）に該当すると判断した。 18 

 19 

（２）体内動態 20 

事務局より： 
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 追って作成します。 

  1 
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２．毒性 1 

事務局より： 

 毒性試験として、指定等要請者からは、遺伝毒性試験、急性毒性試験、反復投

与毒性試験に加え、参考資料として、発がん性試験及び生殖発生毒性試験が提出

されています。（【概要書】P60～） 

 指針第１章第５ア（ア）に該当すると判断した場合、試験の一部を省略するこ

とができるか判断することとされており、前例（添加物評価書「炭酸水素カリウ

ム」（2021）では以下のとおり評価している。）を参考にすると、遺伝毒性試験及

び反復投与毒性試験を評価することが考えられます。当該試験が毒性を評価する

のに十分な試験であるか【概要書】にてご確認いただき、評価に用いる資料の範

囲についてご検討ください。 

 

[前例：添加物評価書「炭酸水素カリウム」（2021）より] 

毒性については、指針に基づき試験の一部を省略し、提出された毒性に係る知

見のうち、遺伝毒性並びに 4 週間及び 13 週間反復投与毒性に係る試験成績を用い

て評価を行うことで、毒性情報が十分得られると判断した。 

 

髙須専門委員： 

該当すると判断された場合は指針に従い省略することでよろしいかと思いま

す。しかしながら、概要書を拝見したところ反復投与毒性試験で内容の詳細が確

認できないものがあり、取り扱いについては整理が必要に思われます。 

 

事務局より： 

① 反復投与試験として提出されている試験は、以下 5 つですが、これらの試験

から毒性情報は十分得られるでしょうか。 

・発がん性試験の用量設定試験：Hiasa ら（1992）【92】 

・発がん物質処置したラットにおけるフィチン酸の作用を検討する目的の試

験：Hirose ら（1991）【93】、Takaba ら（1993、1997）【94、95】 

・20 日間という比較的短期間の試験：Szkudelski（2005）【96】 

 

髙須専門委員： 

何れの試験も情報は得られますが下記のような理由で NOAEL の判断は難しい

と思います。 

・発がん性試験の用量設定試験：Hiasa ら（1992）【92】 → 体重以外の項目

が解析されていない。 

・発がん物質処置したラットにおけるフィチン酸の作用を検討する目的の試



 

25 

験：Hirose ら（1991）【93】、Takaba ら（1993、1997）【94、95】 → 単

用量の実験群、解析項目も限定 

・20 日間という比較的短期間の試験：Szkudelski（2005）【96】 → 病理組

織学的な解析が行われていない。 

 

石塚専門委員： 

高須先生に賛同致します。いずれもそのままでは 13 週の毒性試験を満たすこと

ができないと判断します。確かに 12週試験（Hiasaら（1992）【92】）については

0.6%投与のデータの詳細な記載がなく NOAEL の根拠にはできないと判断しまし

た。13 週にこだわらず他の反復投与試験も含めて検討する必要があると思いま

す。 

 

事務局より： 

② 上記①の反復投与試験では十分でない場合 

発がん性試験として、108 週間反復投与発がん性試験（Hiasa ら（1992））

【92】（概要書 P69～）も提出されています。腫瘍性病変がメインであるため、反

復投与試験としては一般毒性の情報が不十分かと思いますが、これを評価資料と

して扱い、情報を補うことが可能でしょうか。 

 

髙須専門委員： 

腫瘍性病変以外の情報がほとんどないので難しいと思います。 

 

石塚専門委員： 

 発がん性試験も項目が限定されており、一般毒性を判断するのは難しいと思い

ました。 

 

事務局より： 

③ ②の 108 週間試験を加えても十分でない場合 

指針第１章第５ア（ア）に該当すると判断された場合であっても、毒性試験は

省略せず、生殖発生毒性や急性毒性も含めて評価すべきでしょうか。 

 

髙須専門委員： 

個人的には、指針に則って評価が行われるのがよろしいかと思いますので、食

品常在成分と判断される場合は反復投与毒性試験に省略することは可能である

が、提出された試験では十分な毒性情報が得られないため、生殖発生毒性や急性

毒性も含めて評価を行う、というような手順はいかがでしょうか。 

 1 
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事務局より： 

 個別の毒性試験については、評価に用いる資料の範囲を踏まえ、追って作成し

ます。 

 1 

 2 

３．ヒトにおける知見 3 

事務局より： 

 追って作成します。 

  4 
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Ⅳ．国際機関等における評価 1 

１．我が国における評価 2 

（１）フィチン酸カルシウム 3 

食品安全委員会において、「フィチン酸カルシウム」の評価はなされていない。 4 

 5 

（２）フィチン酸 6 

既存添加物の安全性評価に関する調査研究（平成 8 年度調査）において、「フ7 

ィチン酸」は、「現時点において、直ちにヒトへの健康影響を示唆するような試8 

験結果は認められていないことから、新たな安全性試験を早急に実施する必要9 

はないもの」とされている。（参照45）【34】 10 

 11 

（３）カルシウムイオン 12 

「フィチン酸カルシウム」の構成イオンであるカルシウムイオンについては、13 

食品安全委員会は、添加物評価書「炭酸カルシウム（第２版）」において、以下14 

のように評価している。（参照 35）【85】 15 

「本委員会としては、炭酸カルシウム及びそれに含まれるＬ－酒石酸・Ｌ－16 

リンゴ酸カルシウム複塩それぞれの検討を踏まえ、通常の食事以外からのカル17 

シウムの摂取量の上限値として、UF 1.5 を用い、ULS として 2,000 mg/人/日と18 

することが適当と判断した。また、添加物「炭酸カルシウム」（規格：Ｌ－酒石19 

酸・Ｌ－リンゴ酸カルシウム複塩含有炭酸カルシウムの追加）が添加物として20 

適切に使用される場合、安全性に懸念はないと判断した。」 21 

 22 

（４）マグネシウムイオン 23 

「フィチン酸カルシウム」に含まれうるマグネシウムイオンについては、食24 

品安全委員会は、清涼飲料水評価書「カルシウム・マグネシウム等（硬度）」に25 

おいて、以下のように評価している。（参照 36）【70】 26 

「本ワーキンググループとしては、ヒト介入研究のLOAEL 384 mg/人/日（マ27 

グネシウムとして）の根拠所見である下痢については頻度が低く、一般的にマ28 

グネシウムの過剰摂取によって生じる下痢は軽度かつ一過性であること、SCF29 

（2001）及び EFSA（2006）はマグネシウムのサプリメント摂取による下痢の30 

有無に関する複数の報告に基づいてマグネシウムの NOAEL を 250 mg/人/日と31 

していること、並びに日本人の食事摂取基準（2015 年版）及び IOM（1997）32 

において、通常の食品以外からのマグネシウム摂取量の耐容上限量は成人の場33 

合 350 mg/人/日とされていることを踏まえると、成人について、350 mg/人/日34 

を通常の食事以外からのマグネシウムの摂取量の上限値とすることが適当と判35 

断した。」 36 

 37 
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２．国際機関等における評価 1 

 2 

多田専門委員： 

フィチン酸カルシウムについてのみでなく、フィチン酸についての評価状況も

記載しなくてよいでしょうか。 

 

事務局より： 

 米国におけるフィチン酸の評価について追記しました。 

 3 

（１）JECFA における評価 4 

FAO/WHO 食品添加物専門家会議（JECFA）によるフィチン酸カルシウムの5 

安全性評価は確認できなかった。 6 

 7 

（２）米国における評価 8 

1975 年、米国実験生物学会連合（FASEB）の組織した GRAS 物質に関する9 

科学者委員会（SCOGS）は、フィチン酸カルシウムについて評価した結果、現10 

在の使用又は今後想定される使用において公衆へのハザードが疑われるような11 

根拠は示されていないとしている。（参照46）【27】 12 

2012 年、米国食品医薬品局（FDA）は、フィチン酸について評価した結果、13 

酸化防止剤、キレート剤及び抗菌剤として飲料、乳製品、加工野菜等に 0.2%ま14 

で使用する条件において、GRAS とすることに問題はないとしている。（参照47）15 

【28】 16 

 17 

（３）欧州における評価 18 

欧州食品安全機関（EFSA）によるフィチン酸カルシウムの安全性評価は確認19 

できなかった。 20 

 21 

（４）オーストラリア及びニュージーランドにおける評価 22 

オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関（FSANZ）によるフィチン23 

酸カルシウムの安全性評価は確認できなかった。 24 

  25 
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Ⅴ．食品健康影響評価 1 

事務局より： 

 追って作成します。 

 2 

  3 
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＜別紙：略称＞ 1 

略称 名称等 

EFSA European Food Safety Authority：欧州食品安全機関 

EU European Union：欧州連合 

FASEB Federation of American Societies for Experimental Biology：米国生

物実験科学連合 

FSANZ Food Standards Australia New Zealand：オーストラリア・ニュージ

ーランド食品基準機関 

FDA Food and Drug Administration：米国食品医薬品局 

GMP Good Manufacturing Practice：適正製造規範 

GRAS Generally Recognized as Safe：一般的に安全とみなされる 

GSFA Codex General Standard for Food Additives：食品添加物に関するコ

ーデックス一般規格 

IOM Institute of Medicine：米国医学研究所 

JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives：FAO/WHO 

合同食品添加物専門家会議 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level：最小毒性量 

SCF Scientific Committee for Food：欧州食品科学委員会 

SCOGS Select Committee on GRAS Substances：GRAS 物質評価専門委員会 

UF Uncertainty Factor：不確実係数 

ULS Upper Level for Supplements 

  2 
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